
�愛媛県告示第１４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の共同処理する事務の変

更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

と畜場の設置及び管理運営に関する事務の廃止

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項、当該事務以外の共同処理する事務等

に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成２４年４月１日

� 規約の変更年月日

平成２４年４月１日

３ 変更許可年月日

平成２４年１月２７日
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�愛媛県告示第１４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

大洲喜多休日夜
間急患センター

社団法人喜多医
師会 大洲市東大洲８８番地１ 平成２３年

１２月１日
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�愛媛県告示第１４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

千代田接骨院 千代田 貴 宇和島市妙典寺前乙５８６
－３

平成２３年
１１月１日

きほく整骨院 金 村 清 文
北宇和郡鬼北町大字近永
１２５２番地
マンション昴２１２号

平成２３年
１２月１日
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�愛媛県告示第１４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

とべ整形外科 浦 岡 秀 明 砥部町宮内９０８ 平成２２年
６月３０日
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�愛媛県告示第１４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地
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�愛媛県告示第１４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５１号
生生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を

行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

清 水 ももこ 南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 清水ももこ歯科医院 南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 平成２３年７月１３日

医療法人弘友会 喜多郡内子町内子７７１番地 加戸病院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２３年１１月１１日

有限会社ほほえみ 新居浜市船木上長野甲５８１番
地２ 憩いのいえ 新居浜市船木上長野甲５８１番

地２ 平成２３年１２月１３日

合同会社ラ・ルーチェ 宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号 介護２４クオーレ 宇和島市和霊中町二丁目１番

２７号 平成２３年１２月２６日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

清 水 ももこ 南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 清水ももこ歯科医院 南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 平成２３年７月１３日

医療法人弘友会 喜多郡内子町内子７７１番地 加戸病院 喜多郡内子町内子７７１番地 平成２３年１１月１１日

合同会社ラ・ルーチェ 宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号 介護２４クオーレ 宇和島市和霊中町二丁目１番

２７号 平成２３年１２月２６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 ライフケア

（変更後）
新居浜市中筋町１丁目６番４
号

平成２３年６月１日
（変更前）
新居浜市宮原町１２番２１号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 ライフケア

（変更後）
新居浜市中筋町１丁目６番４
号

平成２３年６月１日
（変更前）
新居浜市宮原町１２番２１号
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�愛媛県告示第１５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

きくぞのケアパーク居宅介護
支援事業所

（変更後）
宇和島市御幸町２丁目４番１６
号

平成２３年８月２２日
（変更前）
宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 ライフケア

（変更後）
新居浜市中筋町１丁目６番４
号

平成２３年６月１日
（変更前）
新居浜市宮原町１２番２１号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人弘友会 大洲市若宮５４８番地 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 平成２３年１１月１０日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２

訪問入浴介護事業所きぼうの
苑

新居浜市西の土居町２－８－
１２ 平成２４年１月２１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
番地１

ケア・サポート太陽指定居宅
介護支援事業所

南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
番地１ 平成２３年８月１日
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�愛媛県告示第１５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年２月７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人弘友会 大洲市若宮５４８番地 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８番地 平成２３年１１月１０日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２

訪問入浴介護事業所きぼうの
苑

新居浜市西の土居町２－８－
１２ 平成２４年１月２１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第５６号

平成２４年１月３０日
東温市樋口字宮地甲８５６番

松山市福音寺町１１６番地７

コーポ石丸１０３号

和 田 憲 三

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線

上浮穴郡久万高原町二名乙１８３７番４から

同町二名乙１８３４番５地先まで
旧 ３．１～１３．７ ０．２２２

上浮穴郡久万高原町二名乙１８３７番４から

同町二名乙１８３４番５まで
新 ８．９～２８．６ ０．２０５

〃 〃

上浮穴郡久万高原町二名乙１８２２番１から

同町二名乙１８０２番３地先まで
旧 ２．８～２１．９ ０．１２７

上浮穴郡久万高原町二名乙１８２２番１から

同町二名乙１８０２番３まで
新 ６．４～２４．３ ０．１２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万高原町二名乙１８３７番４から

同町二名乙１８３４番５まで
平成２４年２月７日

〃 〃
上浮穴郡久万高原町二名乙１８２２番１から

同町二名乙１８０２番３まで
〃
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�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

平成２４年２月７日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 山 本 信一郎

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 受験願書受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第１回

平成２４年

６月２４日（日）

開始時間 １０時

書面申請 ４月１６日（月）から

４月２６日（木）まで

電子申請 ４月１３日（金）から

４月２３日（月）まで

書面申請

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐００１１

松山市千舟町４－５－４

松山千舟４５４ビル５階

電話 ０８９－９３２－８８０８

受付時間 ８：４５～１７：００

電子申請（問い合わせ先）

（財）消防試験研究センター

企画研究部電子申請室（本部）

電話 ０５７０－０７－１０００

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット

利用

第２回

平成２４年

１０月２８日（日）

開始時間 １０時

書面申請 ９月３日（月）から

９月１３日（木）まで

電子申請 ８月３１日（金）から

９月１０日（月）まで

第３回

平成２５年

２月１０日（日）

開始時間 １０時

書面申請 １２月３日（月）から

１２月１３日（木）まで

電子申請 １１月３０日（金）から

１２月１０日（月）まで

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

区分 試験の種類 試 験 会 場 所 在 地 摘 要

第１回

及び

第２回

甲種・乙種（第１類～６類）・

丙種 危険物取扱者試験

新居浜工業高等学校 新居浜市北新町８－１
試験会場について

は、人数等の関係

により、他の場所

に変更することが

あります。

松山工業高等学校 松山市真砂町１

八幡浜工業高等学校 八幡浜市古町２－３－１

乙種第４類（科目免除なし）・

丙種 危険物取扱者試験

東予高等学校 西条市周布６５０

今治工業高等学校 今治市河南町１－１－３６

吉田高等学校 宇和島市吉田町北小路甲１０

第３回
甲種・乙種（第１類～６類）・

丙種 危険物取扱者試験

愛媛大学 松山市文京町３ ３回目に限り、一

般は愛媛大学、高

校生は松山工業高

校

松山工業高等学校 松山市真砂町１

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

� 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

��������������
�公 告

消防設備士試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、愛媛県知事から委任された消防設備士試験を次のとおり公示する。

平成２４年２月７日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 山 本 信一郎

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

雑 報
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区 分 試 験 日 受験願書受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第１回

平成２４年

８月１９日（日）

開始時間 ９時

書面申請 ６月２５日（月）から

７月５日（木）まで

電子申請 ６月２２日（金）から

７月２日（月）まで

書面申請

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐００１１

松山市千舟町４－５－４

松山千舟４５４ビル５階

電話 ０８９－９３２－８８０８

受付時間 ８：４５～１７：００

電子申請（問い合わせ先）

（財）消防試験研究センター

企画研究部電子申請室（本部）

電話 ０５７０－０７－１０００

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット

利用

第２回

平成２５年

１月１４日（月・祝）

開始時間 ９時

書面申請 １１月５日（月）から

１１月１５日（木）まで

電子申請 １１月２日（金）から

１１月１２日（月）まで

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

試験の種類 試 験 会 場 所 在 地

甲種特類・甲種１類～５類・乙

種１類～７類消防設備士試験
愛媛大学 松山市文京町３

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

� 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

平成２４年２月７日 発行
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